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(57)【要約】
【課題】第１電極の腐食を防止できる表示基板、これを
備える有機発光ダイオード表示装置及びこれらの製造方
法を提供すること。
【解決手段】本発明の有機発光ダイオード表示装置は、
画素分離部及び画素分離部から延長され、画素部の周辺
に沿って配置された絶縁部を含む画素分離パターンを備
える表示基板により第１電極を形成して、第１電極の腐
食を防止し、工程数を短縮することができる。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配置され、光を形成する光発生領域及び前記光発生領域の周辺に沿って配置さ
れた画素分離領域を有する画素部と、
　前記光発生領域上に配置された薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを覆い、前記基板上に配置され、前記薄膜トランジスタの一部を
露出する絶縁パターンと、
　前記絶縁パターンの上面から離隔し、前記画素分離領域上に配置された画素分離部及び
前記画素分離部から延長され、前記画素部の周辺と対応する前記絶縁パターンの上面に配
置された絶縁部を含む画素分離パターンと、
　を含むことを特徴とする表示基板。
【請求項２】
　前記絶縁パターンと前記画素分離パターンとの間に介在し、前記薄膜トランジスタと電
気的に連結され、前記画素部上に配置される導電パターンをさらに含むことを特徴とする
請求項１に記載の表示基板。
【請求項３】
　前記画素分離領域内に配置され、前記導電パターンと前記画素分離パターンとの間に介
在した犠牲パターンをさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の表示基板。
【請求項４】
　前記導電パターンは、前記画素部と対応する面積を有することを特徴とする請求項２に
記載の表示基板。
【請求項５】
　前記画素分離部の側面は、アンダーカット形状を有することを特徴とする請求項１に記
載の表示基板。
【請求項６】
　前記絶縁パターンは、前記薄膜トランジスタを覆う平坦パターン及び前記平坦パターン
上に配置されたバッファパターンを含むことを特徴とする請求項１に記載の表示基板。
【請求項７】
　前記絶縁パターンは、前記薄膜トランジスタを覆う保護パターン及び前記保護パターン
上に配置された平坦パターンを含むことを特徴とする請求項１に記載の表示基板。
【請求項８】
　前記絶縁パターンは、前記薄膜トランジスタを覆う保護パターン、前記保護パターン上
に配置された平坦パターン及び前記平坦パターン上に配置されたバッファパターンを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の表示基板。
【請求項９】
　光を形成する光発生領域及び前記光発生領域の周辺に沿って配置された画素分離領域を
有する画素部が定義された基板を提供するステップと、
　前記光発生領域上に薄膜トランジスタを形成するステップと、
　前記薄膜トランジスタを覆い、前記薄膜トランジスタの一部を露出する絶縁パターンを
前記基板上に形成するステップと、
　前記絶縁パターンの上面から離隔し、前記画素分離領域上に配置された画素分離部及び
前記画素分離部から延長され、前記画素部の周辺と対応する前記絶縁パターンの上面に配
置された絶縁部を含む画素分離パターンを形成するステップと、
　を含むことを特徴とする表示基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記画素分離パターンを形成するステップは、
　前記画素分離部の側面をアンダーカット形状に形成するこステップを含む特徴とする請
求項９に記載の表示基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記絶縁パターンを形成するステップと前記画素分離パターンを形成するステップとの
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間に、
　前記絶縁パターン上に前記画素部と対応する面積を有し、前記薄膜トランジスタと電気
的に連結された導電パターンを形成するステップをさらに含むことを特徴とする請求項９
に記載の表示基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記導電パターンを形成するステップは、前記導電パターン上に予備犠牲パターンを形
成するステップを含むことを特徴とする請求項１１に記載の表示基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記画素分離パターンを形成するステップは、
　前記絶縁パターン上に、前記予備犠牲パターンのエッジ部を覆う画素分離パターンを形
成するステップと、
　前記画素分離パターンをエッチングマスクとして、前記予備犠牲パターンをオーバーエ
ッチングして、前記画素分離パターンの画素分離部を形成するステップと、を含むことを
特徴とする請求項１２に記載の表示基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記絶縁パターンを形成するステップは、
　前記薄膜トランジスタを覆う保護膜を形成するステップと、
　前記保護膜上に平坦膜を形成するステップと、
　前記平坦膜をエッチングして、前記薄膜トランジスタの一部と対応する前記保護膜を露
出するコンタクトホールを有する平坦パターンを形成するステップと、
　前記平坦パターン上にバッファ層を形成するステップと、
　前記コンタクトホールと対応するように前記バッファ層及び前記保護膜をエッチングし
て、前記薄膜トランジスタの一部を露出するバッファパターン及び保護パターンを形成す
るステップと、を含むことを特徴とする請求項９に記載の表示基板の製造方法。
【請求項１５】
　基板上に配置され、光を生成するための光発生領域及び前記光発生領域の周辺に沿って
配置された画素分離領域を有する画素部と、
　前記光発生領域上に配置された薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを覆い、前記基板上に配置され、前記薄膜トランジスタの一部を
露出する絶縁パターンと、
　前記絶縁パターンの上面から離隔し、前記画素分離領域上に配置された画素分離部及び
前記画素分離部から延長され、前記画素部の周辺と対応して前記絶縁パターンの上面に配
置された絶縁部を含む画素分離パターンと、
　前記画素分離パターンにより前記光発生領域上に配置され、前記薄膜トランジスタと電
気的に連結された第１電極と、
　前記第１電極上に配置された有機発光層と、
　前記有機発光層上に配置された第２電極と、
　を含むことを特徴とする有機発光ダイオード表示装置。
【請求項１６】
　前記画素分離部の側面は、アンダーカット形状を有することを特徴とする請求項１５に
記載の有機発光ダイオード表示装置。
【請求項１７】
　前記アンダーカットの高さは、前記第１電極の厚さより大きいことを特徴とする請求項
１６に記載の有機発光ダイオード表示装置。
【請求項１８】
　前記アンダーカットの高さと前記第１電極の厚さとの差は、１００乃至１５００Åであ
ることを特徴とする請求項１７に記載の有機発光ダイオード表示装置。
【請求項１９】
　前記絶縁パターンと前記第１電極との間に介在した導電パターンをさらに含むことを特
徴とする請求項１７に記載の有機発光ダイオード表示装置。
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【請求項２０】
　前記導電パターンは、前記第１電極より大きい耐食性を有する導電物質からなることを
特徴とする請求項１９に記載の有機発光ダイオード表示装置。
【請求項２１】
　前記絶縁パターンは、前記薄膜トランジスタを覆う保護パターン、前記保護パターン上
に配置された平坦パターン及び前記平坦パターン上に配置されたバッファパターンを含む
ことを特徴とする請求項１５に記載の有機発光ダイオード表示装置。
【請求項２２】
　前記絶縁パターンは、前記薄膜トランジスタを覆う平坦パターン及び前記平坦パターン
上に配置されたバッファパターンを含むことを特徴とする請求項１５に記載の有機発光ダ
イオード表示装置。
【請求項２３】
　前記第１電極は、光を反射する導電パターンであることを特徴とする請求項１５に記載
の有機発光ダイオード表示装置。
【請求項２４】
　光を生成するための光発生領域及び前記光発生領域の周辺に沿って配置された画素分離
領域を有する画素部が配置された基板を提供するステップと、
　前記光発生領域上に薄膜トランジスタを形成するステップと、
　前記薄膜トランジスタを覆い、前記薄膜トランジスタの一部を露出する絶縁パターンを
前記基板上に形成するステップと、
　前記絶縁パターンの上面から離隔し、前記画素分離領域上に配置された画素分離部及び
前記画素分離部から延長され、前記画素部の周辺に配置された前記絶縁パターンの上面に
配置された絶縁部を含む画素分離パターンを前記絶縁パターン上に形成するステップと、
　前記画素分離パターンにより自然的にパターニングされ、前記光発生領域と対応するよ
うに前記絶縁パターン上に第１電極を形成するステップと、
　前記第１電極上に有機発光層を形成するステップと、
　前記有機発光層上に第２電極を形成するステップと、
　を含むことを特徴とする有機発光ダイオード表示装置の製造方法。
【請求項２５】
　前記第１電極を形成するステップは、
　光を反射する導電物質を真空蒸着するステップを含むことを特徴とする請求項２４に記
載の有機発光ダイオード表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光ダイオード表示装置に関し、より詳細には、信頼性を確保すること
ができるトップエミッション型有機発光ダイオード表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自体発光型である有機発光ダイオード表示装置は、液晶表示装置とは異なって、バック
ライトを必要としないので、軽量薄型が可能であり、且つ、単純な工程により製造するこ
とができる。また、有機発光ダイオード表示装置は、低電圧駆動、高い発光効率、広視野
角を有することから、次世代ディスプレイとして注目されている。
　有機発光ダイオード表示装置は、基板上に配置された薄膜トランジスタ、前記薄膜トラ
ンジスタと電気的に連結され、光を発生する有機発光ダイオード素子及び前記有機発光ダ
イオード素子を覆う封止基板を含む。
　ここで、有機発光ダイオード表示装置は、前記光が放出される方向によって、ボトムエ
ミッション（ｂｏｔｔｏｍ　ｅｍｉｓｉｏｎ）型及びトップエミッション型とに区分でき
る。
　その中で、トップエミッション型は、封止基板を通して光が放出されるので、ボトムエ
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ミッション型より大きい開口率を確保することができる。また、トップエミッション型は
、開口率が駆動素子による影響を受けないので、駆動素子を多様に設計することができる
。
　しかしながら、トップエミッション型は、腐食性を有する導電物質を用いて各画素別に
パターニングされたカソード電極を形成した後、カソード電極上に有機発光層及びアノー
ド電極を形成するため、カソード電極が腐食しやすい。
　それによって、トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の信頼性が低下する
問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、カソード電極の腐食に
よる信頼性の低下を防止することができる有機発光ダイオード表示装置を製造するための
表示基板を提供することにある。
　本発明の他の目的は、前記表示基板の製造方法を提供することにある。
　本発明の他の目的は、前記表示基板を備える有機発光ダイオード表示装置を提供するこ
とにある。
　本発明の他の目的は、前記有機発光ダイオード表示装置の製造方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成すべく、本発明の第一態様は、表示基板を提供する。前記表示基板は、
基板上に配置され、光を生成するための光発生領域及び前記光発生領域の周辺に沿って配
置された画素分離領域を有する画素部と、前記光発生領域上に配置された薄膜トランジス
タと、前記薄膜トランジスタを覆い、前記基板上に配置され、前記薄膜トランジスタの一
部を露出する絶縁パターンと、前記絶縁パターンの上面から離隔し、前記画素分離領域上
に配置された画素分離部及び前記画素分離部から延長され、前記画素部の周辺と対応する
前記絶縁パターンの上面に配置された絶縁部を含む画素分離パターンとを含む。
【０００５】
　本発明の第２態様は、前記表示基板の製造方法を提供する。前記製造方法は、光を生成
するための光発生領域及び前記光発生領域の周辺に沿って配置された画素分離領域を有す
る画素部が定義された基板を提供するステップと、前記光発生領域上に薄膜トランジスタ
を形成するステップと、前記薄膜トランジスタを覆い、前記薄膜トランジスタの一部を露
出する絶縁パターンを前記基板上に形成するステップと、前記絶縁パターンの上面から離
隔し、前記画素分離領域上に配置された画素分離部及び前記画素分離部から延長され、前
記画素部の周辺と対応する前記絶縁パターンの上面に配置された絶縁部を含む画素分離パ
ターンを形成するステップとを含む。
【０００６】
　本発明の第３態様は、前記表示基板を備える有機発光ダイオード表示装置を提供する。
前記有機発光ダイオード表示装置は、基板上に配置され、光を生成するための光発生領域
及び前記光発生領域の周辺に沿って配置された画素分離領域を有する画素部と、前記光発
生領域上に配置された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを覆い、前記基板上に
配置され、前記薄膜トランジスタの一部を露出する絶縁パターンと、前記絶縁パターンの
上面から離隔し、前記画素分離領域上に配置された画素分離部及び前記画素分離部から延
長され、前記画素部の周辺と対応して前記絶縁パターンの上面に配置された絶縁部を含む
画素分離パターンと、前記画素分離パターンにより前記光発生領域上に配置され、前記薄
膜トランジスタと電気的に連結された第１電極と、前記第１電極上に配置された有機発光
層と、前記有機発光層上に配置された第２電極とを含む。
【０００７】
　本発明の第４態様は、前記有機発光ダイオード表示装置の製造方法を提供する。前記製
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造方法は、光を生成するための光発生領域及び前記光発生領域の周辺に沿って配置された
画素分離領域を有する画素部が配置された基板を提供するステップと、前記光発生領域上
に薄膜トランジスタを形成するステップと、前記薄膜トランジスタを覆い、前記薄膜トラ
ンジスタの一部を露出する絶縁パターンを前記基板上に形成するステップと、前記絶縁パ
ターンの上面から離隔し、前記画素分離領域上に配置された画素分離部及び前記画素分離
部から延長され、前記画素部の周辺に配置された前記絶縁パターンの上面に配置された絶
縁部を含む画素分離パターンを前記絶縁パターン上に形成するステップと、前記画素分離
パターンにより自然にパターニングされ、前記光発生領域と対応するように前記絶縁パタ
ーン上に第１電極を形成するステップと、前記第１電極上に有機発光層を形成するステッ
プと、前記有機発光層上に第２電極を形成するステップとを含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の有機発光ダイオード表示装置は、画素分離パターンを備えることで、別途のパ
ターニング工程を行なわず第１電極を形成できるので、工程数を短縮することができる。
　また、第１電極が外部に露出されないか外部に露出される時間を減少させることができ
るので、第１電極の腐食を防止し、信頼性を確保できる有機発光ダイオード表示装置を製
造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、添付の図面に基づき、本発明による表示基板、これを備える有機発光ダイオード
表示装置及びこれらの製造方法を具体的に説明する。
【００１０】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の第１実施形態による表示基板を説明するための図面であ
る。ここで、図１Ａは、本発明の第１実施形態による表示基板の平面図であり、図１Ｂは
、図１ＡのＩ－Ｉ’線による断面図である。
　図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、基板１００上に映像を表示するために多数の画素部Ｐ
が配置されている。図面には図示されていないが、画素部Ｐは、基板１００上に交差して
配置されたゲート配線とデータ配線により定義されることができる。このとき、ゲート配
線及びデータ配線の間にゲート絶縁膜１１０が介在し、ゲート配線及びデータ配線は互い
に絶縁される。
【００１１】
　各画素部Ｐは、光発生領域Ｐ１及び光発生領域Ｐ１の周辺に沿って配置された画素分離
領域Ｐ２を含む。光発生領域Ｐ１は、前記映像を表示するための光が発生し得る領域であ
る。ここで、表示基板が有機発光ダイオード表示装置に適用される場合、光発生領域Ｐ１
には前記光を発生する有機発光ダイオード素子（図示せず）が配置され得る。画素分離領
域Ｐ２は、前記有機発光ダイオード素子を各画素部Ｐ別に分離するための領域である。
【００１２】
　光発生領域Ｐ１上に、少なくとも一つの薄膜トランジスタＴｒが配置されている。ここ
で、薄膜トランジスタＴｒは、光発生領域Ｐ１上に配置される前記有機発光ダイオード素
子と電気的に連結され、前記有機発光ダイオード素子を駆動する駆動薄膜トランジスタで
あり得る。
　薄膜トランジスタＴｒは、ゲート電極１０２、ゲート電極１０２を覆うゲート絶縁膜１
１０、ゲート電極１０２と対応してゲート絶縁膜１１０上に配置された半導体パターン１
０４、半導体パターン１０４上の一定領域に配置されたソース電極１０６及び半導体パタ
ーン１０４上の一定領域に配置され、ソース電極１０６から離隔したドレイン電極１０８
を含むことができる。ここで、半導体パターン１０４は、非晶質シリコンパターンからな
る活性層及び不純物がドーピングされた非晶質シリコンパターンからなるオーミックコン
タクト層を含むことができる。オーミックコンタクト層は、半導体パターン１０４とソー
ス電極１０６との間及び半導体パターン１０４とドレイン電極１０８との間にそれぞれ配
置される。　本発明の実施形態では、薄膜トランジスタＴｒの形態をボトムゲート型に限
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定するのではない。例えば、薄膜トランジスタＴｒは、トップゲート型で形成することも
できる。
【００１３】
　基板１００上に薄膜トランジスタＴｒを覆う絶縁パターンＡが配置されている。絶縁パ
ターンＡは、薄膜トランジスタＴｒの一部を露出するコンタクトホールを有する。
　絶縁パターンＡは、薄膜トランジスタＴｒを覆い、薄膜トランジスタＴｒを保護する保
護パターン１２０を含む。ここで、保護パターン１２０は、無機絶縁物質からなり得る。
例えば、保護パターン１２０は、シリコン酸化物またはシリコン窒化物からなり得る。
【００１４】
　絶縁パターンＡは、保護パターン１２０上に配置された平坦パターン１３０をさらに含
むことができる。平坦パターン１３０は、保護パターン１２０の下部に配置された薄膜ト
ランジスタＴｒと後述される導電パターン１４２または有機発光ダイオード素子Ｅとの間
に寄生キャパシタンスが発生することを防止する。したがって、表示基板が表示装置に適
用される場合、薄膜トランジスタＴｒ上に有機発光ダイオード素子Ｅを形成し、表示装置
の開口率を向上させることができる。平坦パターン１３０は、誘電率が低い絶縁物質から
なり得る。例えば、平坦パターン１３０は、ベンゾサイクロブテン（ＢＣＢ）樹脂及びア
クリル（ａｃｒｙｌ）系樹脂などで形成されることができる。
　また、平坦パターン１３０は、平坦な上面を有することができる。すなわち、平坦パタ
ーン１３０は、保護パターン１２０上に配置され、薄膜トランジスタ及び配線（例えば、
ゲート配線及びデータ配線）による保護パターン１２０上の段差を克服する。これで、後
述される導電パターンまたは第１電極は、平坦に形成することができる。
【００１５】
　絶縁パターンＡは、平坦パターン１３０上に配置されたバッファパターン１４０をさら
に含むことができる。バッファパターン１４０は、平坦パターン１３０と導電パターン１
４２との間の接着力を向上させる。また、表示基板が表示装置に適用される場合、バッフ
ァパターン１４０は、平坦パターン１３０から放出される有害ガスが有機発光ダイオード
素子Ｅを劣化させることを防止することができる。バッファパターン１４０は、無機系絶
縁物質からなり得る。例えば、バッファパターン１４０は、シリコン酸化パターンまたは
シリコン窒化パターンであり得る。
【００１６】
　本発明の実施形態では、絶縁パターンＡが保護パターン１２０、平坦パターン１３０及
びバッファパターン１４０を含むと説明しているが、本発明はこれに限定されるのではな
い。即ち、絶縁パターンＡは、積層された保護パターン１２０及び平坦パターン１３０か
らなり得る。または、絶縁パターンＡは、積層された平坦パターン１３０及びバッファパ
ターン１４０からなることもできる。
【００１７】
　絶縁パターンＡ上に、画素部Ｐ別にパターニングされた導電パターン１４２が配置され
ている。即ち、導電パターン１４２は、光発生領域Ｐ１及び画素分離領域Ｐ上に配置され
る。このとき、導電パターン１４２は、薄膜トランジスタＴｒのドレイン電極１０８と電
気的に連結されている。導電パターン１４２は、コンタクトホールにより露出されたドレ
イン電極１０８が外部の環境により腐食することを防止する。また、図面には図示されて
いないが、導電パターン１４２は、薄膜トランジスタＴｒに電気的信号を提供するパッド
電極（例えば、ゲートパッド電極及びデータパッド電極など）を覆うパッド接触電極と同
一な導電物質からなり得る。導電パターン１４２は、金属に比べて耐食性を有する導電物
質からなり得る。例えば、導電パターン１４２は、ＩＴＯまたはＩＺＯなどで形成するこ
とができる。
【００１８】
　導電パターン１４２のエッジ部及び絶縁パターンＡ上に、画素分離パターン１５０が配
置されている。画素分離パターン１５０は、表示基板が表示装置に適用される場合、有機
発光ダイオード素子Ｅの第１電極を画素部Ｐ別に自然にパターニングする。
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　画素分離パターン１５０は、画素分離領域Ｐ２と対応して導電パターン１４２上に配置
された画素分離部１５０ａ及び絶縁パターンａ上に配置された絶縁部１５０ｂを含む。導
電パターン１４２の上面と導電パターン１４２の上面に対向する画素分離部１５０ａの下
部面とは、互いに離隔している。即ち、画素分離部１５０ａは、導電パターン１４２と接
する側面にアンダーカット形状Ｂを有する。このとき、アンダーカット形状の側面は、光
発生領域Ｐ１の外郭に沿って配置される。図面には、画素分離部１５０ａがアンダーカッ
ト形状を有すると説明しているが、本発明はこれに限定されない。例えば、画素分離部１
５０ａは、逆テーパー（ｔａｐｅｒ）形状の側面を有することができる。すなわち、画素
分離部１５０ａは、導電パターン１４２の上面に対して鋭角を有する側面を有することが
できる。
　また、画素分離パターン１５０は、無機系絶縁物質からなり得る。例えば、画素分離パ
ターン１５０は、シリコン窒化物またはシリコン酸化物で形成することができる。
【００１９】
　アンダーカット形状Ｂの内部には、犠牲パターン１４４がさらに配置されることができ
る。すなわち、犠牲パターン１４４は、導電パターン１４２の上面と導電パターン１４２
の上部面と対向する画素分離部１５０ａとの間に介在している。ここで、犠牲パターン１
４４は、アンダーカット形状Ｂを形成する役割をする。犠牲パターン１４４は、導電パタ
ーンよりエッチング率の高い物質、例えば、Ｍｏなどで形成することができる。
【００２０】
　したがって、本発明の実施形態による表示基板は、表示装置、特に、有機発光ダイオー
ド表示装置に適用される場合、画素分離パターン１５０により、第１電極を形成するため
の別途のフォト工程を必要としない。また、第１電極を形成する真空チャンバ（ｃｈａｍ
ｂｅｒ）内で有機発光層及び第２電極を形成することで、第１電極が外部に露出される時
間を減少させるか無くすことができるので、第１電極の腐食を防止することができる。そ
れで、表示基板を用いて、信頼性の高い表示装置を製造することができる。
【００２１】
　図２Ａ～図２Ｇは、本発明の第２実施形態による表示基板の製造方法を説明するための
断面図である。第２実施形態による製造方法は、前述した第１実施形態による表示基板を
製造するための方法である。したがって、同一な構成要素に対する説明は省略し、同一な
構成要素に対しては、同一な名称及び参照番号を付ける。
【００２２】
　図２Ａを参照すると、表示基板を製造するために、先ず、基板１００を提供する。基板
１００には、映像を表示するための画素部Ｐが定義されている。ここで、画素部Ｐは、前
記映像を表示する光を発生する光発生領域Ｐ１と光発生領域Ｐ１の周辺に沿って配置され
た画素分離領域Ｐ２とに区分される。
【００２３】
　光発生領域Ｐ１と対応して、基板１００上に薄膜トランジスタＴｒを形成する。
　詳細に、薄膜トランジスタＴｒを形成するために、先ず、基板１００上にゲート電極１
０２を形成する。このとき、ゲート電極１０２を形成する工程で、ゲート電極１０２と一
体にゲート配線を形成する。ゲート電極１０２を覆うゲート絶縁膜１１０を基板１００上
に形成する。ゲート絶縁膜１１０は、シリコン酸化物またはシリコン窒化物で形成され得
る。このとき、ゲート絶縁膜１１０は、化学気相蒸着を用いて形成することができる。ゲ
ート電極１０２と対応してゲート絶縁膜１１０上に半導体パターン１０４を形成する。半
導体パターン１０４は、非晶質シリコン及び不純物がドーピングされた非晶質シリコンを
順に蒸着した後、パターニング工程を行なって形成することができる。以後、半導体パタ
ーン１０４上に互いに離隔したソース電極１０６及びドレイン電極１０８を形成する。図
面には図示されていないが、ソース電極１０６及びドレイン電極１０８を形成する工程で
、ソース電極１０６と一体にデータ配線をさらに形成することができる。このとき、デー
タ配線は、ゲート配線と交差するように形成することができる。ここで、データ配線とゲ
ート配線の交差により画素部Ｐが定義されることができる。これで、基板１００上に薄膜
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トランジスタＴｒが形成される。
　続いて、薄膜トランジスタＴｒを覆うように、基板１００上に保護膜１２０ａを形成す
る。保護膜１２０ａは、無機系絶縁物質で形成することができる。例えば、保護膜１２０
ａは、シリコン酸化物またはシリコン窒化物で形成することができる。このとき、保護膜
１２０ａは、化学気相蒸着により形成することができる。
【００２４】
　図２Ｂを参照すると、保護膜１２０ａを形成した後、保護膜１２０ａ上に薄膜トランジ
スタＴｒの一部と対応して保護膜１２０ａを露出する第１コンタクトホールＣ１を含む平
坦パターン１３０を形成する。平坦パターン１３０を形成するために、保護膜１２０ａ上
に平坦膜を形成する。薄膜トランジスタと後述される導電パターン１４２（図２Ｇ参照）
との間に寄生キャパシタンスが発生することを防止するために、平坦膜は誘電率の低い絶
縁物質で形成することができる。このとき、平坦膜を形成する方法の例としては、スピン
コーティング、スプレーコーティング、ディップコーティング及びインクジェットプリン
ティングなどがある。以後、平坦膜上にマスクを整列した後、マスクから基板１００上に
光を照射する。その後、露光された平坦膜を含む基板に現像工程を行い、平坦パターン１
３０を形成する。
【００２５】
　図２Ｃを参照すると、平坦パターン１３０を形成した後、平坦パターン１３０上にバッ
ファ層１４０ａを形成する。バッファ層１４０ａは、無機絶縁物質で形成できる。例えば
、バッファ層１４０ａは、シリコン窒化物またはシリコン酸化物で形成することができる
。このとき、バッファ層１４０ａの形成方法としては、化学気相蒸着を用いることができ
る。
【００２６】
　図２Ｄを参照すると、バッファ層１４０ａを形成した後、バッファ層１４０ａ及び保護
膜１２０ａをエッチングして、バッファパターン１４０及び保護パターン１２０を形成す
る。このとき、バッファパターン１４０及び保護パターン１２０には、平坦パターン１３
０に形成された第１コンタクトホールＣ１から伸びる第２コンタクトホールＣ２が形成さ
れる。これで、保護パターン１２０、平坦パターン１３０及びバッファパターン１４０か
らなる絶縁パターンＡが基板１００上に形成される。このとき、絶縁パターンＡは、薄膜
トランジスタＴｒの一部、すなわち、ドレイン電極１０８の一部を露出するコンタクトホ
ール、すなわち、第１及び第２コンタクトホールＣ１、Ｃ２を有する。
【００２７】
　図２Ｅを参照すると、絶縁パターンＡを形成した後、絶縁パターンＡ上に導電パターン
１４２及び予備犠牲パターン１４４ａを形成する。
　詳細には、導電パターン１４２及び予備犠牲パターン１４４ａを形成するために、絶縁
パターンＡ上に導電膜及び犠牲層を順に形成する。
　前記導電膜は、少なくとも金属物質より耐食性の大きい導電物質で形成することができ
る。例えば、導電膜はＩＴＯまたはＩＺＯで形成することができる。このとき、導電膜は
、真空蒸着、例えば、スパッタリングにより形成することができる。
　前記犠牲層は、前記導電膜上に形成される。前記犠牲層は、前記導電膜よりエッチング
率の高い物質で形成できる。例えば、前記犠牲層はＭｏなどで形成できる。
　画素部Ｐと対応するように、前記犠牲層上にフォトレジストパターンを形成する。その
後、前記フォトレジストパターンをエッチングマスクとして、前記導電膜及び前記犠牲層
をエッチングし、導電パターン１４２及び予備犠牲パターン１４４ａを形成する。その後
、前記フォトレジストパターンを前記予備犠牲パターン１４４ａから除去する。したがっ
て、絶縁パターンＡ上に、画素領域Ｐ別にパターニングされた導電パターン１４２及び予
備犠牲パターン１４４ａを形成することができる。
【００２８】
　図２Ｆを参照すると、予備犠牲パターン１４４ａを形成した後、予備犠牲パターン１４
４ａを含む絶縁パターンＡ上に画素分離パターン１５０を形成する。
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　画素分離パターン１５０は、画素分離領域Ｐ２の上部及び画素分離領域Ｐ２の周辺上に
配置され、画素部Ｐ、すなわち、実質的に映像を表示する光発生領域Ｐ１を定義する。
　画素分離パターン１５０を形成するために、先ず、絶縁パターンＡ上に無機膜を形成す
る。その後、前記無機膜上にフォトレジストパターンを形成した後、前記フォトレジスト
パターンをエッチングマスクとして使用して前記無機膜をエッチングして、画素分離パタ
ーン１５０を形成する。前記無機膜は、シリコン窒化物またはシリコン酸化物で形成する
ことができる。
【００２９】
　図２Ｇを参照すると、画素分離パターン１５０をエッチングマスクとして使用して、予
備犠牲パターン１４４ａをウェットエッチングする。このとき、予備犠牲パターン１４４
ａは、画素分離領域Ｐ２に比べてオーバーエッチングして、画素分離パターン１５０の側
面にアンダーカット形状Ｂの画素分離部１５０ａを形成する。すなわち、画素分離パター
ン１５０は、画素分離領域Ｐ２上に配置された画素分離部１５０ａ及び画素部Ｐの周辺に
配置された絶縁部１５０ｂを含む。ここで、画素分離部１５０ａがアンダーカット形状Ｂ
を有することで、表示基板が表示装置に適用される場合、第１電極は画素分離部１５０ａ
により画素領域別に自然にパターニングされることができる。
　また、導電パターンは、耐食性を有する導電物質で形成されるので、薄膜トランジスタ
の外部環境による腐食を防止することができる。
【００３０】
　図３は、本発明の第３実施形態による有機発光ダイオード表示装置の断面図である。第
３実施形態は、前述の第１実施形態による表示基板を適用して製造された有機発光ダイオ
ード表示装置に関する。したがって、第３実施形態において、有機発光ダイオード表示装
置の同等な構成要素に対する説明は省略し、同等な構成要素に対して同等な名称及び参照
番号を付ける。
　図３を参照すると、基板１００には、映像を表示するための多数の画素部Ｐが定義され
ている。前記画素部Ｐは、前記映像を表示する光が発生する光発生領域Ｐ１及び光発生領
域Ｐの周辺に沿って実質的に画素部Ｐを定義する画素分離領域Ｐ２を含む。
【００３１】
　画素部Ｐ、即ち、光発生領域Ｐ１上に薄膜トランジスタＴｒが配置されている。基板１
００上に薄膜トランジスタＴｒを覆う絶縁パターンＡが配置されている。絶縁パターンＡ
には、薄膜トランジスタＴｒの一部、即ち、ドレイン電極１０８の一部を露出するコンタ
クトホールが形成されている。
【００３２】
　画素部Ｐと対応して絶縁パターンＡ上に導電パターン１４２が配置されている。導電パ
ターン１４２は、前記コンタクトホールを通して薄膜トランジスタＴｒと電気的に連結さ
れている。また、導電パターン１４２は、後述する第１電極１６０に比べて耐食性の高い
導電物質で形成されている。ここで、画素分離領域Ｐ２と対応して導電パターン１４２上
に犠牲パターン１４４がさらに配置され得る。犠牲パターン１４４は、後述される画素分
離パターン１５０にアンダーカット形状の側面を形成する。
【００３３】
　絶縁パターンＡは、薄膜トランジスタＴｒを覆う保護パターン１２０と、保護パターン
１２０上に配置された平坦パターン１３０と、平坦パターン１３０上に配置されたバッフ
ァパターン１４０とを含む。本発明の実施形態では、絶縁パターンＡが保護パターン１２
０、平坦パターン１３０及びバッファパターン１４０を含むと説明しているが、本発明は
これに限定されない。すなわち、絶縁パターンＡは、保護パターン１２０及び平坦パター
ン１３０の積層からなり得る。または、絶縁パターンＡは、平坦パターン１３０及びバッ
ファパターン１４０の積層からなり得る。
【００３４】
　光発生領域Ｐ１を露出する画素分離パターン１５０が絶縁パターンＡ上に配置されてい
る。ここで、画素分離パターン１５０の一部は、画素分離領域Ｐ２と対応して導電パター
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ン１４２上に配置される。したがって、画素分離パターン１５０は、画素分離領域Ｐ２と
対応して導電パターン１４２上に配置された画素分離部１５０ａ及び画素分離部１５０ａ
から伸びて画素部Ｐの周辺に配置された絶縁部１５０ｂを含む。
【００３５】
　導電パターン１４２の上面及び導電パターン１４２の上面と対向する画素分離部１５０
ａの下面は、互いに離隔している。例えば、導電パターン１４２と接する画素分離部１５
０ａの側面はアンダーカット形状を有する。ここで、前記アンダーカットの高さｄは、後
述される第１電極１６０の厚さより大きく形成する。前記高さｄと第１電極１６０の厚さ
との差は、１００～１５００Åであり得る。前記高さｄ及び第１電極１６０の厚さとの差
が１００Å未満である場合、後述される第１電極１６０は自然にパターニングされない。
一方、前記高さｄ及び第１電極１６０の厚さとの差が１５００Åを超える場合、第１電極
１６０上に形成される第２電極１８０が短絡される問題が発生し得る。
【００３６】
　光発生領域Ｐ１と対応して導電パターン１４２上に、第１電極１６０が配置されている
。これで、第１電極１６０は、導電パターン１４２を介して薄膜トランジスタＴｒと電気
的に連結される。第１電極１６０は、画素分離パターン１５０により画素部Ｐ、すなわち
光発生領域Ｐ１別に分離されている。すなわち、第１電極１６０は、画素部Ｐ上に配置さ
れる。第１電極１６０は、光を反射する導電パターンであり得る。例えば、第１電極１６
０はアルミニウムＡｌまたはアルミニウム－ネオジム（ＡｌＮｄ）で形成することができ
る。画素分離パターン１５０の絶縁部１５０ｂ上に、第１電極１６０の残留膜１６０ａが
配置され得る。
【００３７】
　第１電極１６０上に、光を発生する有機発光層１７０が配置されている。有機発光層１
７０は、第１電極１６０から提供される第１電荷と後述される第２電極１８０から提供さ
れる第２電荷との再結合により光を発生する。
　有機発光層１７０上に、第２電極１８０が配置されている。第２電極１８０は、全ての
画素領域Ｐ上において共通電極として使用される。第２電極１８０は、光を透過させるこ
とができる透明な導電物質からなり得る。例えば、第２電極１８０は、ＩＴＯまたはＩＺ
Ｏで形成することができる。
　したがって、有機発光層１７０で発生した光は、第２電極１８０を通過して映像を提供
する。
【００３８】
　本発明の実施形態による有機発光ダイオード表示装置は、画素分離部を有する画素分離
パターンにより真空チャンバ内で、第１電極、有機発光層及び第２電極を形成することが
でき、外部環境による第１電極１６０の腐食を防止することができる。
【００３９】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の第４実施形態による有機発光ダイオード表示装置の製造
方法を説明するための断面図である。第４実施形態は、前述の第２実施形態により製造さ
れた表示基板を用いて、有機発光ダイオード表示装置を製造する。したがって、第４実施
形態は、第２実施形態と同等な説明は省略し、同等な構成要素には同等な参照番号を付け
る。
【００４０】
　図４Ａを参照すると、画素分離パターン１５０が形成された基板１００を提供する。基
板１００には、映像を表示するための多数の画素部Ｐが定義されている。各画素部Ｐは、
光を発生する光発生領域Ｐ１及び光発生領域Ｐ１の周辺に沿って配置された画素分離領域
Ｐ２を含む。
　画素分離パターン１５０及び基板１００の間には、薄膜トランジスタＴｒ、薄膜トラン
ジスタＴｒを覆う絶縁パターンＡ、薄膜トランジスタＴｒと電気的に連結され、画素部Ｐ
と対応する面積を有する導電パターン１４２が配置されている。
　画素分離パターン１５０は、画素分離領域Ｐ２と対応して導電パターン１４２上に配置
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された画素分離部１５０ａ及び画素分離部１５０ａから伸びて絶縁パターンＡ上に配置さ
れた絶縁部１５０ｂを含む。画素分離部１５０ａの側面はアンダーカット形状を有する。
アンダーカットの高さは、自然なパターニング工程により第１電極を形成するために、第
１電極の厚さより大きく形成される。
　画素分離パターン１５０を含む基板１００上に金属物質を蒸着する。光発生領域Ｐ１上
に配置された第１電極１６０及び画素分離領域Ｐ２と絶縁部１５０ｂ上に配置された残留
膜１６０ａが形成される。このとき、画素分離部１５０ａにより、第１電極１６０と残留
膜１６０ａは、画素分離領域Ｐ２の境界で自然に画素別に分離される。
　したがって、別途のパターニング工程を行なわず、各画素部Ｐ、すなわち、光発生領域
Ｐ２別にパターニングされた第１電極を形成することができる。
【００４１】
　図４Ｂを参照すると、第１電極１６０を形成した後、第１電極１６０上に有機発光層１
７０を形成する。以後、有機発光層１７０上に第２電極１８０を形成する。ここで、第１
電極１６０、有機発光層１７０及び第２電極１８０は、真空チャンバ内で形成することが
できる。したがって、第１電極が外部の環境に露出されないか、露出される時間を減少さ
せることができるので、第１電極１６０の腐食を防止することができる。これで、信頼性
の高い有機発光ダイオード表示装置を製造することができる。
　上述した本発明の好ましい実施の形態は、例示の目的のために開示されたものであり、
本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の技術的思想
を逸脱しない範囲内で、様々な置換、変形、及び変更が可能であり、このような置換、変
更などは、特許請求の範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１Ａ】本発明の第１実施形態による表示基板の平面図である。
【図１Ｂ】図１ＡのＩ－Ｉ’線による断面図である。
【図２Ａ】本発明の第２実施形態による表示基板の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図２Ｂ】本発明の第２実施形態による表示基板の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図２Ｃ】本発明の第２実施形態による表示基板の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図２Ｄ】本発明の第２実施形態による表示基板の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図２Ｅ】本発明の第２実施形態による表示基板の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図２Ｆ】本発明の第２実施形態による表示基板の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図２Ｇ】本発明の第２実施形態による表示基板の製造方法を説明するための断面図であ
る。
【図３】本発明の第３実施形態による有機発光ダイオード表示装置の断面図である。
【図４Ａ】本発明の第４実施形態による有機発光ダイオード表示装置の製造方法を説明す
るための断面図である。
【図４Ｂ】本発明の第４実施形態による有機発光ダイオード表示装置の製造方法を説明す
るための断面図である。
【符号の説明】
【００４３】
１００　　　　基板
１１０　　　　ゲート絶縁膜
１２０　　　　保護パターン
１３０　　　　平坦パターン
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１４０　　　　バッファパターン
１５０　　　　画素分離パターン
１５０ａ　　　画素分離部
１５０ｂ　　　絶縁部
１６０　　　　第１電極
１７０　　　　有機発光層
１８０　　　　第２電極

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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【図２Ｄ】

【図２Ｅ】

【図２Ｆ】

【図２Ｇ】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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